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平成１９年２月２７日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成１７年(行ウ)第２８号 用地購入費支出差止及び補助金返還請求事件

平成１７年(行ウ)第３１号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成１８年１１月１日

判 決

主 文

１ 原告（選定当事者）らの被告に対する請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用（参加によって生じた分を含む）は原告（選定当事者）らの

負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請 求

被告は，Ａに対し，１８億２２１５万２３２２円を請求せよ。

第２ 事案の概要

本件は，愛知県西尾市の住民である原告らが，西尾市が西尾駅西第一種市街

地再開発事業（本件事業）を施行した西尾駅西Ａ地区市街地再開発組合（本件

組合）及び地権者との間で，別紙売買契約目録記載の各売買契約（本件各売買

契約）を締結し，代金として合計１４億８６２５万１３２２円を支出した行為

と，西尾市が本件事業に対して支出した補助金合計３億３５９０万１０００円

の返還請求を怠る行為が，地方自治法２３２条，２条１４項，地方財政法３条，

４条などに違反すると主張して，地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき，

西尾市の執行機関である被告に対し，上記各売買契約の締結及び補助金の支出

を行った前西尾市長のＡに支出相当額の損害賠償を請求することを求めた住民

訴訟である。

１ 前提事実（証拠を摘示した事実のほかは争いがない。）

(1) 当事者等

ア 原告らは，いずれも西尾市の住民である。
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イ 被告は，西尾市の執行機関であり，Ａは，平成元年９月から同市長の職

にあったが，本訴係属中の平成１７年９月に退任した者である（「Ａ前市

長」という。）。

ウ 本件組合は，都市再開発法１１条１項に基づき，平成１３年１２月１４

日に愛知県知事から認可を受けて設立された市街地再開発組合である。

(2) 西尾駅西Ａ地区の概況

西尾駅西Ａ地区（「西Ａ地区」という。）は，名鉄西尾線の西尾駅西口に

面する約１．６ヘクタールの土地である。

(3) 西尾市と駅前再開発事業の概要と経過

ア 事業計画の概容

西尾市は，平成１１年４月２０日，西Ａ地区を施行地区として，「西尾

幡豆都市計画事業 西尾駅西Ａ地区第一種市街地再開発事業」についての

都市計画（本件事業計画）を決定した。本件事業計画の概容は以下のとお

りである（甲１号証）。

(ｱ) 施 行者の名称 西尾駅西Ａ地区市街地再開発組合

(ｲ) 総 事 業 費 ６４億７２００万円

(ｳ) 施行地区の概況

当地区は，名鉄西尾線の西尾駅西口に面し，市の玄関口であると同時

に交通の中心にあたるところである。低層の木造老朽建物と駐車場，空

き地等が混在し生活環境の悪化がみられ，近年は市内の中心商店街の空

洞化傾向も相まって，商業活動の低迷，防災上の課題もあげられる。

(ｴ) 事業目的

近年低迷している駅前拠点性の回復をめざして，本件事業により商業

等の駅前サービス施設立地，交通環境の整備及び都市防災機能の向上を

図るため，都市基盤としての交通結節点機能等の公共施設の整備と，商

業，業務，宿泊，公共施設及び駐車場等を備えた複合施設の建築によっ
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て，都市の防災化，高度化を進めるとともに，市民が安心して楽しめる

魅力ある市街地の形成を図ること。

イ 本件事業における施設等の概要

本件事業において整備される公共施設及び施設建築物（「本件再開発ビ

ル」という。）は以下のとおりである。本件再開発ビルは，西Ａ地区の南

側に高層のホテル棟，北側に低層の複合施設棟（公益棟）を配置する計画

になっていた（甲１号証，４４号証）。

(ｱ) 公共施設

ａ 都市計画道路 西尾安城線の県道直線化

ｂ 名鉄西尾駅西駅前広場

ｃ 都市計画道路 中畑本町線

ｄ 区画街路 １号線

(ｲ) 本件再開発ビル（施設建築物）

商業，公益，業務，ホテル，駐車場の建築

敷地面積 約３５００㎡，建築延べ面積 約１万３３３０㎡，高層部

地上９階・地下１階，低層部 地上４階・地下１階，駐車場 ７２台

収用のもの

ウ 本件事業の経過（甲１号証，乙６号証）

(ｱ) 西尾市は，都市計画法１９条の規定に基づき，平成１１年４月２０日，

再開発・防火・高度利用分に係る都市計画を決定し，同年７月１６日，

街路分に係る都市計画を決定した。

(ｲ) 本件組合は，平成１３年１２月１４日，都市再開発法１１条１項の規

定により，愛知県知事の設立認可を受けるとともに，同条３項の規定に

より，本件事業計画についても同知事の認可を受けた。

(ｳ) 本件組合は，平成１４年１月から，都市再開発法７２条の規定による

権利変換計画作成業務を開始し，同法８３条１項の規定により，同年６
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月２７日から同年７月１０日までの間，権利変換計画を縦覧に付し，同

年９月，愛知県知事の認可を受けた。上記権利変換計画では，権利変換

期日が平成１４年１１月６日と定められた（乙６号証）。

(ｴ) 平成１７年３月３１日の時点において，公共施設の整備に関する名鉄

西尾駅西駅前広場整備事業及び区画街路１号線整備事業並びに本件再開

発ビル（商業床，公益床，業務床，ホテル床，駐車場）の整備事業が未

了となっており，このうち本件再開発ビルの整備事業は，事業期間も未

定になっている。

(ｵ) Ａ前市長は，平成１７年の西尾市議会３月定例会において，本件再開

発ビルの整備事業は，いったん白紙状態にして，市民の意見を聞きなが

ら，国，愛知県の指導の下，議会と協議し計画していく旨答弁した。

(4) 西尾市と本件組合等との売買契約の締結と代金の支出

ア 西尾市による本件組合資産の取得費用の予算計上

西尾市は，本件組合及び地権者から，西Ａ地区（１．６ヘクタール）の

うち，国，愛知県及び西尾市の所有する公共用地の面積を差し引いた約３

５３５㎡の施設建設敷地（別紙売買契約目録１の(2) 西尾市花ノ木町４丁

目６４番の宅地（１９１０．９５㎡）と，西尾市住吉町４丁目２２番の宅

地（１６２４．０２㎡），合わせて「本件土地」という。）などを買い取

り，一人組合になって本件事業を承継する方針を定め，平成１７年度の一

般会計予算に用地購入費として，１５億５９９９万６０００円を計上し，

同予算は，平成１７年西尾市議会３月定例会において議決された（甲１号

証，４号証）。

イ 売買契約の締結

Ａ前市長は，平成１７年５月１９日，西尾市が，本件事業において整備

される予定であった本件再開発ビル内に権利変換を希望していた権利者

（５名と２法人の７者。「残留権利者」という。）及び本件組合から，本
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件事業に伴う不動産（本件土地と本件再開発ビルの床）を購入することを

内容とする支出負担行為をし，同年６月２日，上記の者との間で，別紙売

買契約目録記載のとおり，本件各売買契約を締結した。本件各売買契約に

おける購入代金の合計額は，１４億８６２５万１３２２円である（甲９号

証の１ないし８）。

ウ 代金の支出

西尾市の収入役は，平成１７年６月７日，同月１０日を支出日として，

本件各売買契約に係る代金の支出命令をし，同日支出された（甲９号証の

１ないし８）。

(5) 西尾市による補助金の支出

西尾市は，西尾市市街地再開発事業補助金交付要綱に基づき，本件組合に

対し，別紙補助金一覧表記載のとおり，補助金を支出した（甲４７号証，４

８号証の１ないし１０）。

(6) 原告らによる監査請求と本件訴訟の提起

ア 原告らは，平成１７年３月２５日，西尾市監査委員に対し，西尾市が本

件組合の資産を購入するために多額の支出をすることは違法不当であると

して，① 平成１７年度西尾市一般会計予算に計上された用地購入費１５

億５９９９万６０００円の支出を差し止めること，② 本件事業につき，

本件組合に支出された補助金の返還請求手続をとるべきこと，③ 地方自

治法２４２条３項に基づく当該支出の停止勧告をすべきこと，④ 当該支

出をした場合には，支出相当額を損害額としてＡ前市長に返還させるよう

措置することを求め，同法２４２条１項の規定に基づき，住民監査請求

（「本件監査請求」という。）をした（甲３号証）。

イ 西尾市監査委員は，平成１７年５月１９日付けで本件監査請求を棄却し

た（「本件監査結果」という。）。

なお，西尾市監査委員は，本件監査請求のうち，別紙補助金一覧表の番
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号１ないし７に関する補助金の返還を求める部分を，地方自治法２４２条

２項の監査請求期間を経過したものであると判断し，監査対象から除外し

た。

ウ 原告らは，平成１７年６月１７日，当裁判所に対し，上記１５億５９９

９万６０００円の支出の差止めと補助金総額３億３５９０万１０００円の

返還を求め，地方自治法２４２条の２第１項１号，４号の規定に基づき，

住民訴訟を提起した（平成１７年(行ウ)第２８号事件）。

しかし，その後，支出の差し止めを求めていた用地購入費１５億５９９

９万６０００円については，既に，本件各売買契約に係る代金として，１

４億８６２５万１３２２円が支出されていたことが判明したため，同年７

月８日，行政事件訴訟法４３条３項，４１条２項及び１９条の規定により，

被告に対し，地方自治法２４２条の２第１項４号の規定に基づき，上記１

４億８６００万円余りについて，Ａ前市長に損害賠償請求するよう求める

訴えを追加し（平成１７年(行ウ）第３１号事件），従前の１５億５９９

９万６０００円の支出の差止めを求める訴えを取り下げた。

２ 関連法令

(1) 西尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（「本件条例」という。乙７号証）

第１条 この条例は，地方自治法（略。以下「法」という。）９６条１項５

号及び８号の規定により，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分について定めるものとする。

（略）

第３条 法９６条１項８号の規定により議会の議決に付さなければならない

財産の取得又は処分は，予定価格２０００万円以上の不動産若しくは動産

の買入れ若しくは売払い（土地については，１件５０００平方メートル以

上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しく
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は売払いとする。

(2) 西尾市市街地再開発事業補助金交付要綱（「本件交付要綱」という。乙１

号証）

（用語の意義）

第２条 この要綱における用語の意義は，法及び国の定める市街地再開発事

業費補助交付要綱（略）に定めるもののほか，次に定めるところによる。

(1) 補助事業 市街地再開発事業国庫採択基準に適合する第一種市街地再

開発事業をいう。

(2) 事業施行者 市街地再開発事業を施行する（略）市街地再開発組合

（略）をいう。

（交付決定の取消し又は補助金の返還）

第１６条 市長は，事業施行者が次の各号の一に該当するときは，補助金の

交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し，又は既に交付した補助金の

全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 関係法令又はこの要綱の規定に違反したとき

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき

(3) 補助事業を中止又は廃止したとき

(4) 補助事業に関する申請，報告，施行等について不正な行為があったと

き

(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき

３ 争 点

(1) 本案前の主張（本件訴えのうち，平成１３年度の本件事業の実施設計に関

して支出された補助金５４６０万円の返還を求める部分が，再度の訴え提起

として不適法か否か）

(2) 本件各売買契約及び代金支出の違法性の有無

(3) 補助金返還請求を怠る事実の違法性の有無
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４ 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1) 本案前の主張（本件訴えのうち，平成１３年度の本件事業の実施

設計に関して支出された補助金５４６０万円の返還を求める部分が，再度の

訴え提起として不適法か否か）

（被告の主張）

原告らは，西尾市が本件組合に対して補助金合計３億３５９０万１０００

円を支出した行為が違法であるとして，被告に対してＡ前市長に上記金額の

支払を請求するよう求めているが，上記金額には，平成１３年度に本件事業

の実施設計契約に関して支出された５４６０万円が含まれており，この補助

金の支出については，原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄを除く原告ら(｢本件前訴原告ら｣

という｡)が，被告に対してＡ前市長に損害賠償請求するよう求める訴訟（名

古屋地方裁判所平成１５年(行ウ)第３４号損害賠償請求事件，「本件前訴」

という。）を提起し，第一審及び控訴審（名古屋高等裁判所平成１６年(行

コ)第３５号損害賠償請求控訴事件）において敗訴している。

したがって，本件前訴原告らが提起した上記５４６０万円の補助金の支払

を請求するよう求める訴えは，同一の訴訟物についての再訴に当たり，その

請求は排斥されるべきである。

（原告らの主張）

本件前訴原告らが，本件前訴を提起して，５４６０万円の補助金をＡ前市

長個人に対し支払請求するよう求めたことは争わないが，本件前訴において

は，Ａ前市長に上記補助金の支出につき，裁量権の逸脱があったか否かを問

題としていたのに対し，本件訴訟においては，本件前訴の後に本件再開発ビ

ルの建設が不可能となり，本件組合が本件事業を中止したことに伴って，本

件組合に補助金の返還義務が生じたにもかかわらず，Ａ前市長が補助金の返

還請求を怠ったことについての責任を問題としているものであるから，金額

は同一であっても全く別の問題である。したがって，再訴提起には当たらな
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い。

(2) 争点(1) 本件各売買契約の違法性の有無

（原告らの主張）

ア 本件事業の経緯について

西尾市においては，平成１１年４月２０日に本件事業計画が決定され，

平成１３年１２月１４日には本件組合が設立認可されており，本件事業は，

組合施行によって進められてきたものであるが，本件再開発ビルの建築に

ついては当初から賛否両論があり，住民投票を求める直接請求には１万５

０００人の署名が集まった。議会においては，本件再開発ビルの保留床の

処分先の有無や，本件事業の採算性が問題とされていた。

また，保留床の一部の取得を予定していた商工会議所が，その取得費用

にほぼ相当する５億７０００万円を，西尾市からの補助金によって賄おう

としていたことが明らかになるなど，本件事業は多くの問題点を含んでい

た。

平成１６年になると，本件事業計画に基づいて本件再開発ビルを建築し

ても，本件再開発ビルの半分相当の処分の見込みがないことが表面化し，

同年８月になって，本件組合が西尾市に対して本件事業計画の変更案を提

出した。

西尾市は，上記変更案を検討した結果，本件再開発ビルが建築されても

資金繰りが困難であることなどを理由に，本件事業の継続は困難であると

判断し，本件事業そのものである本件再開発ビルの建築を白紙撤回すると

発表するに至った。

以上の経緯について，西尾市は，本件組合が破綻したのではなく，仮に

本件事業計画の変更案どおりに本件事業を進めた場合には，経済状況の悪

化により，本件再開発ビルが完成しても採算をとることが困難であるため，

西尾市が一人組合となって本件事業を引き継ぐものであると説明した。
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しかし，西尾市は，一人組合になって本件事業を継続するといいながら，

その後の本件事業については，市民の意見を聞くとするだけで，具体的な

内容は明らかになっていない。

イ 本件各売買契約における用地購入費の支出

西尾市は，以上のような経緯で本件組合から本件土地等を購入すべく，

平成１７年度一般会計予算で市街地再開発費の公有財産購入費，用地購入

との名目で１５億５９９９万６０００円（「本件用地購入費」という。）

を計上した。

上記金額の内訳は，① 権利者の持分に対する代金として約３億６００

０万円，② 本件組合の借入金相当額約１１億円（西尾信用金庫からの約

５億５０００万円と農協からの約５億５０００万円），③ 今後予定され

ている借入金相当額約１億円の合計額である。

そして，西尾市は，平成１７年６月１０日，用地購入費として予算に計

上していた約１５億円のうち，１４億８６２５万１３２２円を支出した。

ウ 本件用地購入費支出の違法性

西尾市による本件各売買契約の締結行為は，以下のとおり違法である。

(ｱ) 本件各売買契約は，本件事業が将来どのようなものになるかを示すこ

とができないまま，本件組合の資産等の買い上げのために莫大な公金を

支出するものであり，西尾市の財政に多大な累を及ぼすものであって，

ひいては公共の福祉の増進を図るべき地方公共団体の責務を阻害して，

甚大な損害を市民に及ぼすものである。

本件事業は，事業の採算性に乏しく，その実現が困難であることから，

事業施行主体である本件組合の構成員（残留権利者）でさえも離脱表明

をしており，本件組合から提案された本件事業計画の変更案によっても，

本件事業の継続は困難であると判断されているのである。

結局，本件各売買契約は，破綻した本件組合の負債を西尾市が肩代わ
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りするものであり，本件組合の負債を西尾市民に肩代わりさせる違法な

ものである。

(ｲ) 西尾市は，本件組合の負債についても，用地購入の名目で公金を支出

した。しかし，用地を購入するのであれば，少なくとも用地購入の目的

を明らかにし，実勢価格を鑑定評価した上で適正な価格で購入すべきで

ある。

本件事業においては，本件再開発ビルの建築計画が白紙撤回され，今

後どのような施設建築物を建築するかについての具体的な計画は示され

ていない。

このように事業の目的や内容が全く不明なまま，当該事業の用地を購

入することは違法というべきである。

(ｳ) 本件各売買契約は，本件組合の資産及び残留権利者の持分のすべてを

約１５億円で買い上げようとするものであるが，本件組合の資産は，再

開発区域（西Ａ地区）内の１．６ヘクタールの土地から，国，愛知県，

西尾市の所有する土地の面積を差し引いた約３５３５㎡の本件土地のみ

であり，これを現在の地価で換算すると約４億５０００万円程度となる

のであって，本件各売買契約の代金は，その３倍以上になっている。

また，平成１８年４月１日以降に閲覧可能となった固定資産税路線価

を基に平成１７年６月１日現在の本件土地の正常価格を推定すると，約

５億１０００万円になる。そして，本件各売買契約の代金額は，被告か

ら提出された鑑定評価書における本件土地の評価額（８億６５００万

円）を基準にしても，６億円余り過大なものになっている。

いずれにしても，本件各売買契約の代金額は適正な価格ではないので

あって，他に西尾市の損失を減少させる方法があるにもかかわらず，あ

えて多額の損失を伴う支出を行ったものであり，Ａ前市長が裁量権を逸

脱したものとして違法である。
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(ｴ) 都市再開発法１１９条は，事業に要する費用は施行者の負担とすると

規定し，同法１２０条以下の分担金や負担金等の制度も，地方公共団体

による費用の一部の負担を想定しているにすぎない。

本件各売買契約は，西尾市による本件組合の債務引受行為であり，本

件事業に係る費用を施行者の負担とする都市再開発法１１９条に違反す

る違法なものである。

(ｵ) また，本件各売買契約は，本件土地及びその上に建築される本件再開

発ビルを１４億８６００万円余りで購入するものと解されるところ，地

方自治法９６条１項８号，同法施行令１２１条の３，本件条例３条の規

定の「２０００万円以上の不動産若しくは動産の買い入れ」に該当する

から，本件土地の購入費の支出については，単独議案として，議会の議

決が必要になるものである。

それにもかかわらず，Ａ前市長は，その手続を経ることなく支出命令

を執行したものであり，違法というほかない。

(ｶ) 以上のとおり，本件各売買契約は，実質的には，事実上破綻した本件

組合の資産及び負債をすべて買い受けようとするものであり，その代金

の支出は著しく公益性を欠くものであるから，地方自治法２３２条に反

し，同法２条１４項，地方財政法３条，４条にも違反するものである。

エ(ｱ) 以上に対し，被告は，平成１７年７月１５日付けの鑑定評価書を提出

し，本件土地の時価評価額を８億６５００万円であると主張するが，同

鑑定評価書は，評価額を高くするため，分譲マンションの建築を例とし

て算出した数字合わせにすぎない。上記評価額は，公共交通機関が少な

く，成人一人当たりの自動車保有数が平均１台以上となっている西尾市

の特殊性に対する配慮を欠いていたり，公示価格を算出する際の時点修

正や地域比較も不合理なものとなっている。

また，上記鑑定評価を行ったのは，本件組合の設立計画立案に関与し
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た株式会社新日であって，そのような立場のものが行った評価自体，信

用できるものではない。

(ｲ) 被告は，本件土地の取得の必要性について，遊戯施設や風俗事業を経

営する者が買い受ける可能性を指摘するが，本件土地の用途は，商業地

域ではあるものの，２００ｍ以内に病院があるため，建築基準法，愛知

県条例などで既にこれらの事業者の進出が規制されており，何ら理由に

なっていない。

（被告の主張）

ア 本件各売買契約締結に至る経緯

本件事業においては，権利変換期日である平成１４年１１月６日が経過

して程ない段階で，保留床の処分先として予定されていた商工会議所が撤

退を表明するに至り，平成１６年１月には組合員で大口の残留権利者であ

った名鉄東部交通株式会社が本件事業から撤退するとの意向を表明したた

め，本件再開発ビルのホテル棟を購入する予定であった管理者法人の設立

が困難になるとともに，組合員間の意見の相違が表面化し，以後の組合運

営について大きな不安が生じる事態となった。

そこで，西尾市は，事業代行もあり得ることを念頭に，愛知県との協議

に臨んだところ，西尾市が本件組合及び組合員(残留権利者)の権利をすべ

て買取り，一人組合になって再開発事業を継続する方法が検討課題に挙げ

られた。

このような事態を受けて，西尾市は本件組合から事業計画の変更案の提

示を受けたが，西尾市による購入が予定されている公共床の価格が高く設

定されるなど，西尾市にとっては受け入れ難いものであり，本件組合によ

る事業計画の変更をまっていては，長期にわたって現状のまま事態が凍結

すること，すなわち，本件土地が更地のまま放置され，駅前の活性化に何

ら繋がらず，西尾市の玄関口として似つかわしくない状況が長期にわたっ
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て続くことが容易に予想された。

西尾市としても，本件事業計画の下で事業を遂行した場合，採算を確保

することは困難であると見込まれる一方，補助金・負担金併せて２５億円

以上（権利変換時に想定されていた事業計画の場合に推測される金額は，

予定の保留床部分（公共施設・駐車場）の買収のための支出が約２９億６

７００万円，一般会計による補助金の支出が約１億７０００万円，公共施

設管理者負担金が約４億７６００万円で，合計約３６億円以上となる。）

を支出せざるを得なくなることが見込まれ，本件事業を現状のまま継続す

ることは非常に危険であると判断せざるを得なかった。

そして，西尾市及び本件組合は，このような経緯について，西尾市議会

の全員協議会において報告しており，本件各売買契約にかかる代金額につ

いては，平成１７年度予算において取得費用が予算化され，議会の審議を

経て予算として認められた。

イ 本件各売買契約における代金額の合理性について

本件各売買契約は，本件組合の資産などを１４億８６２５万１３２２円

で買い上げるものであるが，実際の本件組合の資産が，本件土地のみであ

り，その地価を時価のみで捉えれば，代金支出後に行った鑑定評価額は８

億６５００万円あった。

しかし，公共用地等の取得に際しては，用地費・補償費・工事費等のほ

かに当該資産の取得等にかかる費用も加味されて取得原価が判断されるの

であって，本件でも，本件土地の現状に至るまでには，本件組合による従

来の地権者への補償，建物等の解体撤去などに経費が費やされて初めて収

用した土地すべてが更地化したことを看過してはならない。

西尾市が，本件土地を購入する時点では，前記のような土地収用的な行

為のほとんどを民間である本件組合が完了していたのであり，西尾市が土

地収用をした場合に負担しなければならなかった諸費用の支出を，本件組
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合がすべて負担したものといえるのである。

そして，本件組合は，ここに至るまでに様々な金銭の支出を要し，その

資金調達のために金融機関から約１１億円の借入れをしてきたのであり，

西尾市が，収用によって本件土地を取得した場合には，本件組合と同程度

の支出が当然必要になったはずである。

それにもかかわらず，西尾市が，単に本件土地を評価額で購入するとす

れば，本件組合の負担において再開発用地内の住人の立ち退き等をさせ，

西尾市がその負担を免れる結果になるのであって，このような都合のよい

やり方は，地方自治体の採るべき態度としてそもそも許されるものではな

いし，西尾市と本件組合が協力関係を築きながら進めてきた本件事業の経

過から見て信義に反し，公平を欠くものといわざるを得ない。

以上のような見地から，本件各売買契約においては，個々の残留権利者

の権利分について権利変換時の価格を基に３億６０００万円程度と判断し，

本件組合が本件土地を権利変換により取得し，更地化するまでに要した費

用が本件組合の借入負債額１１億円にほぼ相当するものと判断して，本件

土地の購入費用を１４億８６２５万１３２２円と決定したものである。

本件土地の評価額は，本件各売買契約に基づく代金の支出後の鑑定であ

るが，上記のとおり８億６５００万円であった。

この鑑定評価額は，前述した立ち退きに関する補償等のための借入金額

を加味したものではないが，西尾市が支出した１４億８６２５万１３２２

円の約５８．２％に相当するものとなっている。

したがって，この鑑定評価額を前提にすれば，原告らの主張するように

時価の３倍以上にもなる価格で用地を取得したことにはならない。

また，これに補償等のための借入金１１億円を加味すれば，その金額は

１４億８６２５万１３２２円を５億円程度上回ることになり，本件各売買

契約における代金額の合理性が強く裏付けられている。
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ウ 一人組合になることの適法性について

本件事業は，西尾市が本件組合等の権利を全部取得して一人組合になっ

た結果，実質的に組合施行から地方公共団体施行に転換したものであるが，

このような一人組合方式ともいうべき方法は，以下のとおり，事業代行制

度を定める都市再開発法の趣旨に反するものではなく，同法違反の問題は

生じない。

すなわち，市街地再開発事業は，権利変換方式による第一種市街地再開

発事業と用地買収方式による第二種市外地再開発事業に区分されるところ，

もともと都市再開発法は，第一種市街地再開発事業制度のみを規定してお

り，後に第二種市街地再開発事業制度が創設され，その施行要件を順次緩

和しており（本件事業の施行区域も第二種市街地再開発事業が可能な状況

にある。），このような立法経緯によれば，都市再開発法は，第二種市街

地再開発事業が積極的に展開されることを期待していると解される。

本件では，西尾市が本件組合等のすべての権利を購入しており，実質的

には，第一種市街地再開発事業における権利変換手続を経て，第二種市街

地再開発事業の施行者として，事業用地を取得したに等しい状況にあると

いえ，このような一人組合方式は，第一種市街地再開発事業の形式をとり

ながら，第二種市街地再開発事業的な発想を採り入れたものなのである。

また，都市再開発法上，地方公共団体が組合の権利を全部取得すること

を排斥する規定は存在しないし，むしろ，都市計画法５７条では，第一種

市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画を決定し

た場合には，その施行区域内において土地を有償譲渡する者は，あらかじ

めその旨を届け出なければならず，その際，都道府県知事は先買権を行使

することができる旨規定しており，再開発施行区域内の土地については私

人間で譲渡されるより，地方公共団体が積極的にこれを買い受けることが

期待されていると解される。
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したがって，本件における一人組合方式は都市再開発法に抵触するもの

ではない。

エ 事業代行制度との比較について

本件において，西尾市が，都市再開発法上の事業代行制度(１１２条以

下)を利用した場合には，西尾市が本件組合の債務を保証するとしても，

あくまで任意であり，事業代行開始の公告の日後における組合の債務の保

証に限定される(１１６条)ため，それ以前の本件組合の債務については責

任を負わないことになる。また，国の通達によれば，「保証契約は，組合

の取得する施設建築物の一部の価額の範囲内において行うこと」とされ，

都市再開発法上も，組合に対する求償権を保全するために組合の取得する

施設建築物の一部に先取特権を取得する（１１８条）結果，理論上は，西

尾市が債務保証しても全額を回収できる見込みがあり，仮に回収できない

場合が生じても，本件組合に求償することが可能である。

しかし，以上のような事業代行による処理の利点を単純な理論のみで評

価するのは妥当ではない。

事業計画が実現可能なもので，十分に採算を確保できるものであれば，

事業代行に移行した場合に上記の理論どおりになることは問題がないが，

実際に事業代行が発令されるような場合のほとんどは，事業計画を実現で

きる可能性が少ないために事業の遂行が危ぶまれている事態に陥っている

ものと思われる。したがって，実現可能性の少ない事業計画のままで，事

業代行が開始されたときの不利益も十分に検討した上で，事業代行を回避

する手段についての法的な評価をすべきである。

本件では，本件事業計画の採算性に疑問があり，その変更を要する場合

であって，事業代行開始の前に事業計画の変更がされていなければ，事態

の収拾がつかなくなるおそれが極めて大きい。

すなわち，事業代行制度によっても，事業代行者が事業計画の変更や事
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業基本方針の変更そのものを単独で決定できる権限まで有するものではな

いと解されるところ，実際に西尾市が事業代行後に事業計画を変更しよう

としても，公共的利益を追求する西尾市と，個人の利益を優先する残留権

利者とでは利害が対立することが想定された。

また，本件組合が，西尾市の納得できる事業計画の変更案を作成する可

能性は極めて低い状況であり，本件事業計画の変更がないまま事業代行を

開始すれば，前述のとおり，西尾市は２５億円以上（権利変換時の事業計

画による推測額は上記のとおり３６億円以上）もの公費を無意味に支出す

ることになりかねない状況であった。そして，西尾市は，別に保留床部分

を担保とする限度で組合の借入債務を保証せざるを得なくなる。

本件では，事業代行を選択した場合，公費を投入しても施設建築物の稼

働が相当先になってしまい，費用対効果が得られない期間が長期化するこ

と，公費の投入が最終的に無意味になってしまう危険があること，負債の

返済が遅れる結果，金利が累積していくことなど，事業遂行への悪影響も

強く懸念される状態にあったのである。

このようなことから，西尾市は，事業計画や事業方針を変更することが

可能であり，他の組合員の意向に配慮する必要もなく，西尾市民の声を反

映させることができる一人組合方式を選択したものである。そして，西尾

市は，一人組合になったことで，建築費と売却代金に見合うような現実的

な計画を柔軟に策定できる立場にあるのであって，事業計画を変更するこ

となく事業代行を開始した場合に生じ得た過大な負担を回避することがで

きるのである。

したがって，事業代行を選択した場合，理論上，西尾市が，事業代行開

始前の本件組合の負債を負担しないことを理由にして，事業代行を選択す

べきであったと強調することは相当ではない。

以上から，本件各売買契約の締結について，Ａ前市長には裁量権の逸脱
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・濫用はない。

オ まとめ

以上のように，本件土地の購入費用については，原告らが主張するよう

に単純化して考えることは相当ではなく，西尾市は，これまでに本件組合

が費やした労力等，事業代行を採用することによる不利益，一人組合方式

によって西尾市の完全な主導の下で再開発事業が進められるという利益等

といった様々な要素を考慮して価格を決定し，また，一般予算という形で

はあるが，議会による予算承認の手続きを経たものである。

そして，Ａ前市長は，本件事業計画どおりに本件再開発ビルが完成して

も経済状況の悪化により採算を確保することが非常に困難であり，本件組

合が本件事業計画の変更案どおりに事業を継続した場合であっても，多額

の公金を投入して事業が破綻することを危惧して，本件各売買契約を締結

したものである。

したがって，Ａ前市長が支出にあたって著しく裁量権を逸脱したとはい

えない。

（補助参加人の主張）

西尾市は，一人組合方式を選択し，残留権利者及び本件組合から本件土

地を購入したところ，残留権利者からの購入代金は，各権利者の権利変換

額に，当該権利変換額が正味額として各権利者に入るよう譲渡所得税相当

額を加算したものであり，権利変換額の合計は２億９６８７万６１０２円，

税相当額は５９３７万５２２０円であって，その総額は３億５６２５万１

３２２円であった。

各権利者に対する権利変換額は，都市再開発法７１条の規定による３０

日の期間を経過した日における近傍類似の土地，近傍同種の建築物又は近

傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等

を考慮して定められた相当な価額であり，一方，上記のとおり，各権利者
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からの購入代金を権利変換額に譲渡所得税相当額を加算したものとしたこ

とは，各権利者が本件土地の権利分を西尾市に売却する場合に権利変換額

を正味受取額として求めることが，売主という立場からすれば無理からぬ

ものであり，一般的な土地の売買事例でもそのような事情から代金を決定

する事例も少なくないことからすれば，著しく相当性を欠くものとはいえ

ない。

本件土地に対する各権利者の持分合計は，１兆分の９４６億２０９８万

０７４９円であり，本件組合の持分は，１兆分の９０５３億７９０１万９

２５１円であり，本件組合の持分は各権利者持分の合計約９．５６８倍で

あった。

そして，各権利者の権利返還額合計２億９６８７万６１０２円にこの倍

率を乗じた金額は２８億４０６５万３２２４円となる。

一方，西尾市が本件組合に支払った購入代金は１１億３０００万円であ

り，上記約２８億円の４０％弱である。

以上にかんがみれば，本件土地の購入代金は著しく相当性を欠くものと

はいえず，裁量権を逸脱するものではない。

(3) 争点(3) 補助金返還請求を怠る事実の違法性について

（原告らの主張）

ア 補助金支出の概要

西尾市は，本件事業に関し，平成１１年度から，西尾市市街地再開発事

業補助金交付要綱に基づいて，別紙補助金一覧表記載のとおり，補助金を

支出してきた。

イ しかし，Ａ前市長が，西尾市の一人組合が主体となって本件事業を行う

と表明した時点で，本件組合による本件事業は事実上破綻し，その遂行は

不可能になったのものである。

本件組合からの各補助金等交付申請書には，事業の目的として「土地の
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合理的かつ高度利用と都市機能の更新を図り，併せて公共施設の整備を行

う」と記載されていたのであるから，かかる事態が，本件交付要綱１６条

(3) の「補助事業を中止又は廃止したとき」に該当することは明らかであ

る。

したがって，西尾市は，本件事業が，当初の目的を達することができな

くなった以上，平成１１年度以来本件組合に支払ってきた補助金全額を，

本件補助金交付要綱に基づき返還請求すべきであった。

それにもかかわらず，Ａ前市長は，本件組合に対する補助金の返還請求

を怠り，その途を閉ざしたのであるから，西尾市に補助金相当額の損害を

与えたものである。

したがって，Ａ前市長は，西尾市に対し，補助金相当額を賠償すべき責

任を負う。

（被告の主張）

原告らは，本件事業が事実上破綻し，その遂行が不可能になったかのよう

に主張するが，西尾市が一人組合になることによって，それまでの残留権利

者によって事業が遂行されなくなるだけで，再開発事業そのものは継続して

いるものである。

したがって，本件交付要綱１６条(3) にはあたらない。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点(1) 本案前の主張について

被告は，原告らの本件訴えのうち，Ａ前市長に対し，本件組合に支出した補

助金相当額合計３億３５９０万１０００円を請求するよう求める部分について，

上記金額に含まれる平成１３年度の本件事業に係る実施設計契約に関して支出

された５４６０万円の部分は，本件前訴原告らによる再訴に当たると主張する

が，本件前訴は，本件組合と株式会社東畑建築事務所との間の業務委託契約に

関し補助金（５４６０万円）を支出した行為が，地方自治法２３２条又は２３
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２条の２に違反するとして，その返還請求をするよう求めるものでであったの

に対し，本件の請求は，本件組合による本件事業の遂行が事実上不可能になっ

たことから，支給に係る補助金全額の返還請求をすべきであるのに，これを怠

ったことによる損害の賠償を求めるものであって，同一の請求ということはで

きないから，被告の上記主張は採用できない。

２ 争点(2) 本件各売買契約及び代金支出の違法性について

(1) 地方公共団体の財産の取得と執行機関の責任について

地方自治法は，普通地方公共団体の執行機関に，法令等に基づく当該普通

地方公共団体の事務を自らの判断と責任において，誠実に管理し，執行する

義務を負わせている（１３８条の２）ところ，その執行機関の一つである普

通地方公共団体の長（１３８条の４）には，当該普通地方公共団体を統轄し，

これを代表する権限（１４７条）のほか，当該普通地方公共団体の事務を管

理し，これを執行する包括的な事務処理権限を付与しており（１４８条），

その担任事務の一つとして財産の取得が例示されている（１４９条６号）が，

財産の取得に関する規制としては，９６条１項８号において，議会の議決を

経ることとされているほかに特段の規定は存しない。

そして，普通地方公共団体による財産の取得は，限られた財政の範囲内に

おいて，複雑かつ多岐にわたる行政需要の内容や優先度を背景とする政策的

な判断に基づいて実施されるものであり，とりわけ不動産の取得に関しては，

その価格が，その時々の経済情勢や所有者の主観的事情などに左右されるも

のであることからすると，特定の政策実現のためにどのような不動産をいか

なる対価をもって取得するかについては，財産を取得する責任と権限を有し，

当該地方公共団体の他の事務についても包括的に統轄する権限を有する長の

裁量に委ねられていると解するのが相当である。

一方，長は，当該地方公共団体に対し，その事務を誠実に管理執行する義

務を負うのであって（１３８条の２），上記のような裁量権も無限定ではあ
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り得ず，地方公共団体の財政につき，最少の経費をもって最大の効果を得る

よう配慮すべきものとする地方自治法２条１４項や地方財政法４条１項の趣

旨に照らして，長による契約締結行為が，その政策目的や取得の経緯等から

明らかに合理性を欠くとか，あるいは，ことさらに売主の利益を図る目的に

基づくものであったり，何ら合理的な理由なく適正価格を著しく上回る対価

を設定するなど，その裁量権を逸脱し，又は濫用して契約締結行為をしたも

のと評価できる場合には，民法上の不法行為の要件に従って，これによって

生じた地方公共団体の損害を賠償すべき義務を負うというべきである。

以上の見地に立って，本件各売買契約の締結行為の違法性の有無を検討す

る。

(2) 前記前提事実欄記載の各事実に各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合す

ると，以下の事実が認められる。

ア 本件事業計画決定に至る経緯について

(ｱ) 西尾市においては，昭和２５年１０月に決定された「西尾安城線都市

計画」では西尾駅の駅前広場の整備が盛り込まれており，昭和４７年１

２月の「新西尾市総合計画」においては，西尾駅周辺市街地再開発計画

が明らかにされていた。そして，昭和６１年３月の「第４次西尾市総合

計画」や昭和６３年３月に商工会議所によって策定された「西尾地域商

業近代化実施計画」には，西尾駅西側の地区における県道西尾安城線の

直線化及び駅前広場の整備が盛り込まれ，これを受けて，西尾駅前再開

発権利者委員会が発足するなどしていた（甲１号証，４４号証，乙６号

証，証人Ｅ，証人Ａ）。

このような西尾駅周辺地域の再開発の要望に応える形で，平成元年４

月には，西尾市の建設部に開発課再開発係が設置され，西尾市において

も再開発に向けた体制づくりが始まり，同年７月には，商工会議所，西

尾信用金庫及び西尾市商工課などの出身者からなる西尾駅前再開発研究
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会が発足するなどの動きがみられた（甲４４号証，乙６号証，証人Ｅ，

証人Ａ）。

(ｲ) 西尾市では，平成２年から平成４年にかけて，再開発事業に関する説

明会を開催したり，西尾駅西地区再開発連絡所を開設したほか，市街地

再開発事業推進予備調査その他の再開発のための準備となる調査業務を

関連業者に委託するなど，再開発事業を具体化する動きが見られた。

また，都市再開発事業を行うにあたって，費用等を試算した結果，第

一種都市再開発事業，第二種都市再開発事業のいずれであっても，費用

面ではほとんど変わらなかったが，地権者からの積極的な要望もあり，

民間主導で行うことができる第一種再開発事業の方が，柔軟かつ円滑な

事業遂行が可能であるとの観点から，第一種再開発事業の方法が選択さ

れることになった（乙６号証，証人Ｅ，証人Ａ）。

(ｳ) 平成５年１月には，Ａブロック委員会（後にＡ地区と呼ばれる２ヘク

タールの地区を対象とするもの）が発足し，同年７月には，Ａブロック

再開発事業説明会が開催され，事業計画案や補償について説明された。

同年８月には，Ｂブロック委員会（後にＢ地区と呼ばれる２．２ヘク

タールの地区を対象とするもの）が発足した。同年１１月にはＡブロッ

クの住民に対し個別面談方式による意向調査が行われた結果，再開発に

賛成するものが６３％，準備組合の設立に同意したものが７２％となっ

た（乙６号証）。

(ｴ) 平成６年２月には，西尾駅前Ａ地区市街地再開発準備組合発起人会が

発足し，同年９月，本件組合の前身である西尾駅前Ａ地区市街地再開発

準備組合が設立され，同年１０月には，西尾駅前Ｂ地区研究会が設立さ

れるとともに，西尾市，商工会議所及び商業協同組合などによって西尾

駅前再開発協議会が発足した（甲１号証，４４号証，乙６号証）。

その後，Ａ地区及びＢ地区の各権利者の意見調査を実施したり，説明
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会を行った結果，Ａ地区の再開発を先行させ，その後Ｂ地区の再開発に

ついて検討することとなった。

平成８年に策定された「第５次西尾市総合計画」においては，上記再

開発事業は，「西尾市の顔」としてふさわしい商業，文化の拠点地区を

創造するものと位置づけられた（甲１号証）。

その後，Ａ地区の地権者の一部に再開発事業について異論があったた

め，平成９年５月には，再開発の範囲が，Ａブロック（２ヘクタール）

から西Ａ地区（１．６ヘクタール）に縮小されるに至った（甲４４号証，

乙６号証）。

イ 本件事業計画の決定と本件組合による事業遂行の経緯について

(ｱ) 平成１０年には，西Ａ地区について都市計画決定をするための調整活

動が行われ，同年９月，西Ａ地区の都市計画決定の原案が提出された。

翌１０月には同地区の地権者２９名全員が上記原案に同意したため，同

年１２月には西Ａ地区の都市計画決定案が縦覧に供された。

西尾市は，平成１１年４月２０日，西Ａ地区に関し，本件事業計画及

び再開発・防火・高度利用部分についての都市計画を決定し，同年７月

１６日には，街路部分についての都市計画を決定した。

西Ａ地区の再開発の基本設計においては，西Ａ地区の地権者のうち，

本件再開発ビル内に権利の変換を希望する者（残留権利者）は，公益棟

１階と２階の各一部を取得し，公益棟３階部分は商工会議所が，公益棟

のその余は西尾市が，ホテル棟は第三セクターが取得する予定であった。

しかし，同年８月ころ，公益棟の３階を取得する予定になっていた商

工会議所が，その取得に必要な費用の積立をしていなかったことを理由

に，その取得費用５億７１５７万７０００円にほぼ相当する５億７００

０万円の補助金の交付申請をした。

これに対し，Ａ前市長は，同年９月４日，西尾市の財政状況から，商
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工会議所に対する補助金の支出はしない旨答弁した（甲１号証，３４号

証，４４号証，乙６号証，証人Ａ）。

また，過去の西尾市内のホテル及び旅館の稼働率等から，ホテル経営

の採算性に疑問を抱くなどした住民らによって，第三セクター方式によ

るホテル建設に反対する運動が開始され，平成１１年５月には「駅西再

開発を考える市民の会」が発足した。そして，同会は，平成１２年２月，

地方自治法７４条１項に基づき，１万３０００人以上の署名を添えて，

第三セクター方式のホテル建設の是非を問うための住民投票条例の制定

を求める直接請求をしたが，西尾市議会は，同年４月，上記直接請求に

係る住民投票条例案を否決した。

このような動きの中で，Ａ前市長は，平成１３年８月２９日，任期満

了に伴う市長選挙の告示に先立って立候補を表明した際，ホテル棟の建

設について，第三セクター方式から民間活力導入に方針を転換すること

を表明し，ホテル棟の建設・経営は民間資本を導入し，万一，ホテル経

営ができなくなった場合でも税金はつぎ込まない旨表明した（甲２０号

証，２１号証，４４号証，乙６号証，証人Ａ）。

(ｲ) 本件事業計画及び本件組合の定款は，平成１２年１２月，西Ａ地区の

２９名の権利者に提示され，権利者全員は，平成１３年２月，これらに

同意した。そして，先のＡ前市長による第三セクターを断念する旨の表

明があった後，同年１０月２３日に本件組合の設立認可申請を経て，同

年１２月１４日，本件事業計画とともに本件組合の設立が認可され，同

月２１日に組合設立総会が開催された。

認可された事業計画では，Ａ前市長が断念した第三セクターによるホ

テル棟の取得に代えて，権利者の出資によって設立される権利者法人が

ホテル棟を取得することとされたほか，基本設計においては，権利者が

取得することとされていた公益棟１階と２階の各一部（店舗部分）も権
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利者法人が取得することとされ，商工会議所による公益棟３階部分（業

務床）の取得及び西尾市によるその余の公益棟の取得は従来どおり維持

された（甲２号証，２４号証，４４号証，乙６号証，証人Ｅ）。

(ｳ) 本件事業における権利変換計画は，平成１４年６月２７日から同年７

月１０日の間，公衆の縦覧に供された後，同年８月１６日，愛知県知事

に対して認可の申請がなされ，同年９月２７日，同知事の認可が公告さ

れた。そして，施行区域である西Ａ地区内の土地・建物等の権利は，権

利変換期日である同年１１月６日に，権利変換計画の定めるところに従

い，権利変換された（甲４４号証，乙６号証）。

ウ 商工会議所による保留床の取得断念と名鉄東部交通の撤退

(ｱ) 商工会議所は，平成１４年１１月１１日，臨時総会を開催して公益棟

３階の取得について審議を行った結果，同月１２日，西尾市に対して，

正式に公益棟３階の取得を断念する旨回答した。

このような商工会議所の対応を受け，本件再開発ビルに関する権利関

係は，① 西Ａ地区の残留権利者は，ホテル棟の持分の一部を取得する，

② 西尾市は，公益棟２階部分及び４階部分を取得する，③ 公益棟１

階部分（商業施設），公益棟３階部分（事務所）及びホテル棟のその余

の持分は保留床として処分の対象となるように変更されたが，③につい

てはいずれの部分についても取得者は決定されていなかった（甲２４号

証，４４号証，乙６号証，証人Ａ）。

西尾市のＦ建設部長は，平成１５年１２月２日，西尾市議会において，

本件再開発ビルの工事を請け負うゼネコンが保留床を取得するか，又は

その取得をあっせんするかについてはまだ決まっていない旨答弁し，工

事を請け負うゼネコンに対して，公益棟１階部分，３階部分の取得及び

ホテル棟を取得する法人への出資について具体的な協力を求めるつもり

であることを示すとともに，本件組合が本件再開発ビルをマンションに
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変更する可能性を検討している旨を明らかにした（甲４４号証，乙６号

証）。

(ｲ) 本件組合の組合員であった名鉄東部交通は，平成１６年１月２５日に

西尾市に対して，同年２月４日には本件組合に対して，それぞれ本件事

業から撤退する意思を表明した。

そのため，ホテル棟の一部を取得することが予定されていた権利者法

人の設立が困難になるとともに，組合員間で明渡しに伴う補償金や事業

計画の変更についての意見対立が表面化した（甲４０号証，乙５号証，

丙１号証，証人Ｅ，証人Ａ）。

エ 西尾市による一人組合方式の検討

(ｱ) 上記事態を受けて，当時，西尾市の都市計画課課長補佐であったＥは，

西尾市の担当者として，都市再開発法上の事業代行を念頭に置きながら，

愛知県の担当者と協議した。Ｅ課長補佐は，都市再開発法上の事業代行

による場合には，現在の事業計画に則った事業の遂行が前提になるとこ

ろ，名鉄東部交通の撤退により，事業計画を変更する必要に迫られてお

り，これに残留権利者の同意を要することをも考慮すると，多大な時間

を要することになるため，かかる事態を回避すべく西尾市が主導的に事

業を進める必要性があると考えていた（乙５号証，証人Ｅ）。

この協議において，事業代行のほか，西尾市が本件組合及び組合員か

らその権利をすべて買取り，西尾市の一人組合になって本件事業を継続

するという方法が話題になり，事業代行とともに，上記のような一人組

合方式の採用も検討することになった（乙５号証，証人Ａ）。

西尾市では，都市再開発法上，再開発組合の組合員が一人になること

が可能か否か，また，権利変換期日以降，事業を中止することができる

か否かという問題について，愛知県を通じて国に問い合わせたところ，

前者については組合員が一人になることは問題がない旨，後者について
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は事業の中止はできない旨，それぞれ回答を得た。

また，再開発組合が所有する権利（保留床に関する敷地共用部分と施

設建築物の一部）を売却することが可能かについて愛知県と協議した結

果，可能であるとの結論に達した（乙５号証）。

(ｲ) Ａ前市長は，平成１６年３月１日の市議会（３月定例会）において，

残留権利者(名鉄東部交通)からの脱退申出という不測の事態が起きたた

め，本件事業を今までどおり進めるのは困難になったこと，本件再開発

ビルの建築については，国，愛知県の指導の下検討していきたいことな

どを答弁した（甲４４号証）。

また，同月２２日に開催された全員協議会において，西尾市から名鉄

東部交通が本件事業から撤退する意向を表明したこと，本件組合から本

件事業の変更計画案を同年６月ころには策定したいことが報告された

（乙５号証）。

(ｳ) 本件組合は，平成１６年７月までに，西尾市に対し，本件事業の変更

計画案の素案を口頭で提示していたが，西尾市にとって納得できるもの

ではなかったため，同月９日に開催された全員協議会において，西尾市

が一人組合になって本件事業を継続することについて，市議会議員の意

見を聴くとともに，本件組合は，本件事業計画につき，ホテル棟を保留

床に変更してすべて売却し，業務床（店舗等）の代わりに住宅を導入す

る方針に切り替える旨説明した（乙５号証）。

(ｴ) 本件組合は，平成１６年８月９日，西尾市に対し，本件事業の変更計

画案を提出した。同変更計画案では，業務床に代わって導入された住宅

棟とホテルは，民間への売却を容易にするため従来の計画案よりも低い

価格に設定されていたのに対し，その分，西尾市が買い受ける予定にな

っていた保留床の価格は高く設定されていたため，西尾市としては，上

記保留床の買取を拒否せざるを得なかった（乙５号証）。
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(ｵ) このような提案を受けて，西尾市は，今後本件組合から西尾市が受け

入れることのできる事業計画案が提案される可能性は低いと判断し，同

年１０月以降，本件組合との間で協議を重ねた結果，今後，本件事業の

採算を確保することは困難であること，本件組合の主導にて本件事業を

進めた場合には，西尾市が負担する補助金及び負担金の合計額が２５億

円以上と見積もられること，それを回避するためには，西尾市が本件組

合及び組合員の権利をすべて買い取って一人組合になり，西尾市の主導

によって事業の見直しを図るべきであること，愛知県や国との協議の結

果，一人組合になることは法的にも可能であると考えられていたことな

どから，一人組合の方法を選択する方が，都市再開発法上の事業代行と

比較して，柔軟な対応が可能であり，しかも再開発組合の組合員の思惑

に左右されることなく西尾市単独で再開発計画の変更及び遂行ができる

と考えるに至った（乙５号証）。

(ｶ) そこで，西尾市は，本件組合との協議の結果，本件組合及び組合員

(残留権利者)の権利をすべて買い取り，一人組合になって事業を継続す

る方針を固め，買取金額としては，① 権利の売主となる本件組合や残

留権利者が，本件再開発ビルに関する権利の保有を希望することなく脱

退した他の地権者と同程度の補償を受けることや，本件組合の負債を完

済すること，さらにはかつての地権者と同様に譲渡所得にかかる所得税

分を上乗せした金銭を受け取ることを希望しており，この希望に沿わな

い場合には売買が成立しないと考えられたこと，② 本件土地について，

西尾市が主体となって，当初から土地収用の方法によって住民らを立ち

退かせた場合には，本件組合の負債と同程度の支出が必要になったであ

ろうこと，③ 地権者に対しては休業補償を給付しており，事業が長引

くことによる西尾市の損失も拡大していくおそれがあったこと（証人

Ｅ）などから，基本的には，残留権利者に対しては，既に転出した他の
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地権者と同程度の補償をすることとし，権利変換時の価格を基準に金額

を算定すべきであるとした。

また，本件組合においては，西Ａ地区の建物の移転，除却，整地等の

平面的な整備を完成しており，この間に要した運転資金分を完済するに

足りる程度の金額にすることも考慮し，本件各売買契約の代金額を，本

件組合が上記整備費用として金融機関から借り入れた負債約１１億円相

当分を含めた１５億円程度とすることを決定した。

Ｅ課長補佐ほかの担当者は，事業代行になった場合には，今後西尾市

が２５億円以上の支出を負担する必要があると試算しており，本件各売

買契約によって約１５億円を支出することになっても，その後，１０億

円以下の金額で市民の要望に応えられる施設建築物等を整備することが

できれば西尾市の利益になると考えていたが，具体的にどのような施設

建築物を建築するかについて検討するまでには至らなかった（乙５号証，

証人Ａ，証人Ｅ）。

(ｷ) 以上の協議を受けて，本件組合は，平成１６年１１月１０日，臨時総

会を開催し，西尾市への権利譲渡を全員一致で可決した。

また，同月２６日，全員協議会が開催され，西尾市が，本件組合から

権利を買い取ること，西尾市が一人組合になって本件事業を継続してい

くこと，売買代金については，平成１７年度に予算化して権利取得に臨

むことが報告された。

全員協議会における市議会議員の意見は，西尾市の負担が重すぎると

などとして反対するものや，借入金利の面や西尾市から出向している職

員の人件費などの予算的な面を考慮して早期解決に資する点を評価し賛

成するものがあったが，金額の面も含めて賛成する意見が多数であった

（乙５号証，証人Ａ，証人Ｅ）。

以上の経緯を受けて，西尾市の平成１７年度の一般会計予算の８款
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「土木費」，５項「都市計画費」，４目「市街地再開発費」，１７節

「公有財産購入費」，区分「用地購入」として，１５億５９９９万６０

００円が計上された（甲１号証，４号証）。ここで取得の対象となる用

地は，本件土地，すなわち，西Ａ地区１．６ヘクタールのうち，国，愛

知県及び西尾市の公共用地以外の施設建築敷地約３５３５㎡であった

（甲１号証）。

(ｸ) 西尾市は，平成１７年５月１９日に支出負担行為の上，同年６月２日，

本件組合及び残留権利者（７名）との間で，別紙売買契約目録各記載の

とおり，土地（約３５３５㎡）及び権利変換によって取得した権利を合

計１４億８６２５万１３２２円で買い取ることを内容とする売買契約を

それぞれ締結し，本件各売買契約に基づく代金総額につき，同月７日，

支出命令をし，同月１０日に支出した（甲９号証の１ないし８）。

以上の購入金額については，平成１７年５月１９日に起案された「西

尾駅西地区市街地再開発事業に伴う不動産売買契約の締結について(伺

い)」と題する書面に基づき，Ａ前市長を含めて回議がなされており，

同書面には，「現在の組合による事業継続が困難と判断せざるを得なく

なったことから，今後においては，西尾市が組合員となり再開発事業を

継続する必要が生じています。そのためには，再開発組合及び権利者の

財産(平成１４年１１月６日に権利変換されたもの)すべてを購入し，西

尾市がひとり組合員となり，組合事業ではあっても，公共事業地域とし

て，市そして市民のため有効に活用していかなければなりません。これ

からの駅西にふさわしい計画変更を前提に，再開発事業を継続していく

ために，(略)契約を締結してよろしいか。」と記載され，「従前資産に

対し組合より権利変換を受けた物件」としては，①西尾市ａ町ｂ丁目ｃ

番地の宅地（１６２４．０２㎡），②西尾市ｄ町ｅ丁目ｆ番の宅地（１

９１０．９５㎡），③施設建築物の一部(建築物の専用部分及び共用部
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分の共有持分)，④建築施設の部分(建物敷地の共有持分)とされていた。

また，本件各売買契約における購入代金については，残留権利者７名

については，権利変換額(合計２億９６８７万６１０２円)に２０％の譲

渡所得税相当額(合計５９３７万５２２０円)を上乗せした３億５６２５

万１３２２円とし，本件組合については，本件土地の現在の評価額を８

億６４３０万７５００円として，これに本件組合が本件土地を更地にす

るまでに要した費用合計約１０億９８６１万６０００円のうちの２億６

５６９万２５００円を加算した１１億３０００万円とするのが相当とし，

合計１４億８６２５万１３２２円と決められた（甲１０号証の１）。

(ｹ) 平成１７年７月１５日に開催された全員協議会において，Ａ前市長は，

施設建築敷地である本件土地については，事業計画をいったん白紙に戻

し，市長として将来，駅西が西尾の玄関口として誇れるものができるよ

うにしておくことが市長としての責任である旨答弁した。

また，西尾市の建設部次長は，仮に本件組合の変更計画案どおりに事

業を進めた場合には，西尾市は，公益施設，駐車場，補助金，負担金な

どとして総額２５億７２０５万円の支出を要するが，本件各売買契約を

締結することによって，売買代金１４億８６２５万１３２２円との差額

である１０億８５７９万８６７８円の支出を未然に防ぐことができる旨

説明した(甲１２号証)。

オ 西尾駅西Ａ地区の現状

(ｱ) 本件事業については，平成１７年３月３１日時点において，都市計画

道路西尾安城線の直線化事業や整地作業等の平面的再開発はすべて完了

した。また，名鉄西尾駅西駅前広場整備事業は平成１７年９月に，区画

街路１号線整備事業は同年５月に，整地等事業は平成１８年３月にそれ

ぞれ完成予定であるが，西尾市によって取得された約３５３５㎡の土地

を敷地とする施設建築に係る立体的再開発については事業期間が未定に
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なっており，本件再開発ビルに代わる施設建築物を建築する具体的な計

画は立っていない（甲１号証）。

(ｲ) Ａ前市長は，平成元年９月に就任し，その後４期１６年にわたって西

尾市長を務めたが，平成１７年９月に退任した（丙１号証）。

次期市長として就任したＧ市長は，住民参加の検討委員会である西尾

駅西検討委員会を設置し，同委員会において，白紙状態になっている施

設建築物の敷地（本件土地，約３５３５㎡）の利用方法について，同年

１０月から検討を重ねた結果，同委員会は，同年１２月，一人組合を速

やかに解散して土地の有効利用を図るべきであるとの提言をまとめた

（甲１８号証，１９号証の１・２）。

これを受けて，Ｇ市長は，平成１８年１月１０日に開催された全員協

議会で，一人組合の早期解散を図り，暫定的に朝市やイベント広場とし

て利用していく方針であると報告した。このような報告を受けて，本件

事業における本件施設の建築計画は中止される結果となったなどと新聞

報道されている（甲２３号証の１ないし３）。

(3)ア 以上に認定したとおり，本件各売買契約は，平成１３年１２月に本件の

事業計画が認可され，平成１４年１１月６日の権利変換期日が経過した後

間もなく，保留床取得を予定していた商工会議所がその取得の断念を表明

し，さらに平成１６年１月２５日に至り，本件組合員で大口の残留権利者

である名鉄東部交通が本件事業から撤退する意向を明らかにしたことなど

から，予定した本件再開発ビルの保留床の処分の目処が立たない状況とな

り，本件組合による事業の遂行が著しく困難となったこと，このような事

態の推移を受けて，西尾市は本件事業に対する善後策を，本件事業計画の

認可権者である愛知県に図るなどしつつ検討した結果，本件各売買契約の

締結による一人組合方式の解決策を選択するに至ったこと，この方策は，

西尾市において本件組合及び残留権利者の権利をすべて買い取り，その借
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入債務を清算させて一人組合となった上，本件事業の根幹をなす本件再開

発ビルの建築を事実上中止し，事業全体の見直しを図ることを目的とする

ものであることが明らかである。

そして，前判示の事実経過に照らせば，本件組合が引き続き本件事業を

遂行することは事実上困難で，事業の破綻と西尾駅前の開発に対する深刻

な障害をもたらすおそれが強い状況に立ち至っていたと認められるから，

本件組合による本件事業の遂行の方法を選択する余地はなく，一方，都市

計画法上，権利変換期日後には，事業の完成によること以外に，組合の総

会決議による解散は認められていないから，そのいずれの解決策もとり得

ないものであったことが明らかである。

したがって，西尾市が，本件各売買契約によって本件組合及び残留権利

者の権利をすべて買い取り，一人組合として本件事業の見直しを図るとい

う手法を選択したことが，都市計画法が定める事業代行の方法との関係で

許容されず，違法と解すべきものであるのか否か，そして，本件各売買契

約の代金として支払われた総額１４億８６２５万１３２２円が，合理性を

認め得ないものと評価されるものであるか否か，そのほか本件事業の趣旨，

経緯等の諸事情に照らして，本件各売買契約の締結及び代金の支払が，Ａ

前市長の政策判断に関する裁量権の逸脱・濫用による違法な職務行為とし

て，損害賠償の責めに任ずべきものというべきであるか否か，これらを検

討しなければならない。

イ 都市再開発法は，第一種市街地再開発事業が施設建築物の建築を主とし

た公共事業としての性質を有することから，事業に要する費用を施行者の

負担としつつも(１１９条)，一定の場合には，地方公共団体による分担金，

負担金，補助金を支出することを許容したり(１２０条ないし１２２条)，

資金の融通又はあっせん等を促すなどしており(１２３条)，また，同事業

における権利変換が，関係者に原状回復不能な権利関係の変動をもたらす
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ことにかんがみ，権利変換後は，事業の完成以外には，施行主体である再

開発組合の解散を認めておらず（４５条２項，１２５条４項），再開発事

業の継続中に組合の経済状態が悪化するなど，事業の継続が困難となるお

それがある場合には，都道府県知事又は市町村長が組合に代わって事業を

完成させ，関係権利者の権利の保護を図るための制度として事業代行の制

度を設けている(１１２条以下)。

そして，事業代行開始後は，組合の代表，業務の執行並びに財産の管理

及び処分をする権限を事業代行者に専属させ（１１５条），事業代行者が

統括する地方公共団体は，事業代行開始の公告の日後における組合の債務

について保証契約をすることができ（１１６条），その保証債務を弁済し

た場合の求償権について，組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取

特権を有すること（１１８条）を定めている。

しかし，このような都市再開発法の規定によっても，同法による事業代

行を実施すれば事業の完成を期待できる場合であればともかく，事業代行

の実施によっても事業の完成が期待できない状況にある場合について，な

おこの制度によらなければならないものとする趣旨であるかは疑問という

べきである。そのような場合に事業代行によったときには，組合員による

事業計画の必要な変更が可能になるとの保障があるわけではないから（３

０条ないし３４条参照），事業の進行に困難を来たして，その解決がせん

延し，結局，事業の破綻と負債の著しい増大をもたらすことが予想される

からである。

したがって，都市再開発法所定の事業代行制度は，事業の継続が困難と

なるおそれがある場合に取り得る制度的担保ではあっても，この事業代行

によらない解決手段に合理性が認められる場合には，それによることを否

定するものではないと解される。そして，都市再開発事業が高度の公共的

性質を有する事業であることにかんがみると，地方公共団体が組合の権利
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の一部を取得したり，又はその権利の全部を取得して一人組合となった上，

新たな事業計画を策定して，その完成をもって解散することについては，

その合理性，相当性が認められる限り，都市再開発法がこれを禁止してい

ると解するのは相当でなく，またそのように解すべき根拠は見あたらない。

ウ 前記認定の本件各売買契約締結に至る諸経過によれば，西尾市は，本件

組合による本件事業の遂行が困難になった前記の状況から，事業計画の変

更につき組合員間の合意を形成することが困難と予想され，事業の継続に

よっては西尾市に補助金や負担金等２５億円以上のさらなる出費が予想さ

れ，なおかつ事業の完成の見通しが立て難いことから，事業代行による事

業の完成よりも，西尾市において組合及び残留権利者の権利を全部買い取

って，一人組合として本件事業を引き継ぎ，実質的に事業計画の見直しを

行う方法を選択し，本件各売買契約を締結するに至ったことが明らかであ

る。

そして，本件各売買契約の代金額については，上記のとおり，残留権利

者の権利を権利変換当時の価格で評価した上，これに２０パーセントの譲

渡所得税相当額を付加した約３億６０００万円に，なお本件組合において

既に完了していた本件土地上の既存建物の立ち退きや除却，整地作業等の

ための資金として金融機関から融資を受けていた借入負債相当額の１１億

円余を加えた１４億８６２５万１３２２円としたものであるが，この代金

額は，被告による本件土地の鑑定評価額８億６５００万円を前提とした場

合，これに上記の整地作業等の完了に至るまでに要した諸経費を考慮すれ

ば，本件組合及び残留権利者に対し，本件土地について整地までに必要と

した諸経費及び整地後の土地評価額の合計額を超える過剰な利益を与える

とか，西尾市にとって上記の合計額を超える出捐をさせるものではなく，

仮に本件土地の評価額を原告ら主張の約４億５０００万円とした場合でも，

整地までに必要とした諸経費との合計額において，上記と同様の理解が可
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能な範囲内のものである。

また，上記のとおり２０パーセントの譲渡所得税相当額を加算した点に

ついても，既に権利変換時に転出した地権者らの取扱いとの公平性や，本

件各売買契約を成立させるための取引上の配慮の観点を加えれば，これが

不当というまでの事情であるとは認め難いというべきである。

原告らは，本件各売買契約は，破綻した本件組合の負債を実質的に西尾

市が肩代わりするものであり，代金額も本件土地の時価の数倍に及ぶもの

であって違法である旨主張するが，本件組合の事業継続が事実上困難とな

った状況に対して，西尾市が本件各売買契約による本件土地の取得と一人

組合方式による解決策を選択した経緯は上述したとおりであって，それが

違法であるか否かは，他の選択肢による場合の見通し，それとの利害得失

の比較，本件各売買契約の代金総額とその算定根拠，本件事業の公共性の

程度，事業の開始からそれ以降の進行の経緯，将来の見込みなど，一切の

諸事情を総合勘案した上，政策的裁量判断として裁量権の範囲を逸脱・濫

用するものであるか否かの観点からなされるべきものである。したがって，

本件土地の代金総額が，実質的に本件組合の金融機関からの借入債務相当

額を含み，経済的には，その債務を西尾市が肩代わりした形になるとして

も，そのことによって直ちに本件各売買契約の締結と代金の支払が裁量権

の逸脱・濫用にあたると評価することはできない。また，その代金総額を

単に整地完了後の本件土地の評価額のみによって定めずに，整地完了に至

るまでの必要諸経費分を含ませたことも，必ずしも不合理とはいえないこ

とは上述したとおりである。

そして，本件事業は，西尾市の玄関口である西尾駅前の再開発事業であ

って，その構想は相当旧時から存在し，大方の市民，関係者らの支持や要

望をふまえて西尾市においても積極的に調査，検討を重ねた上，第一種市

街地再開発事業としてこれを進行することを決定し，本件事業計画の策定，
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本件組合の設立等，主体的に関与してきた経緯であって，西尾市は本件組

合と実質的な共同事業として本件事業に関与してきたこと，本件土地は，

上記のとおり西尾駅前周辺地域に所在し，その開発については，将来的に

も西尾市の市政と深い関わりを持つことが見込まれることなどの諸点も，

本件各売買契約による一人組合の選択の相当性について考慮すべき事情と

解することができる。本件事業は上記のとおりの経過によって，その後事

実上完成する目処が立たない状況に立ち至ったことは前述したとおりであ

り，そのような展開となったことについて，西尾市の諸情勢の判断に慎重

さを欠くところがあったとの批判があり得るとしても，本件各売買契約の

締結及び代金の支出の違法性いかんを判断するについては，このような事

後の事態の変動に対する対応としての判断の適否を，政策的裁量判断の性

質をも考慮しつつ検討しなければならない。

結局のところ，事業代行によったなら，本件事業が当初の事業計画のま

ま完成に至ると見込まれたわけではないし，また，事業計画の必要な変更

が容易になされると見込まれたわけでもなく，むしろそれについて支障が

予想された状況であり，解決のせん延と費用の増大の危険性があったので

あるから，このような諸事情を勘案してみると，事業代行によらずに一人

組合による事業の見直しを図るため本件各売買契約の締結を選択した西尾

市の判断が，当初の事業計画による本件事業の完成が困難となった状況の

下で，今後の事業進行の目処を考慮しつつ，西尾市に対する費用負担の増

大をできる限り回避するための政策的裁量判断として，明らかに合理性を

欠くなど，著しくその裁量権を逸脱，濫用したものと評価することはでき

ず，地方自治法２条１４項や地方財政法４条１項の趣旨に照らしてみても，

本件各売買契約の締結及び代金の支払が違法であって不法行為を構成する

とは認め難いというべきである。

エ なお，原告らは，本件各売買契約が，２０００万円以上の不動産の買い
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入れを内容とするものであるにもかかわらず，地方自治法９６条１項８号，

同法施行令１２１条の３，本件条例３条に基づく議会の議決なくして締結

された違法なものであると主張する。

しかし，地方自治法９６条１項８号を受けた同法施行令１２１条の２は，

不動産の買入れにつき，市にあっては２０００万円（５０００平方メート

ル以上のものに限る。）という基準を定め，これを受けた本件条例３条も，

議決を要する買い入れを「定価格２０００万円以上の不動産若しくは動産

の買入れ若しくは売り払い（土地については１件５０００平方メートル以

上のものに限る。）（略）」と規定しているから，地積が約３５３５㎡で

ある本件土地の売買については，地方自治法等の上記規定は適用されない

ことが明らかである。

３ 争点(3) 補助金返還請求を怠る事実の違法性について

以上に判示したところによれば，西尾市が本件各売買契約を締結した結果，

本件再開発ビルの建築は事実上白紙撤回され，現在においても，本件土地は更

地のままになっているのであって，本件再開発ビルの建築にかかる事業は中止

されたものと認められるが，別紙補助金交付一覧表の各補助金は，いずれも本

件土地の整地事業等，既に完了した作業のために支出されたものであって，こ

れらの事業に対する補助金の交付が，本件事業が事後的に事実上中止となった

ことによって，さかのぼって返還を要すべきものになるとは解されないから，

これらの補助金は上記要綱１６条(3) には該当せず，その返還請求を求める本

訴請求部分も理由がない。（なお，西尾市監査委員は，本件監査請求のうち，

平成１４年以前に支出された補助金の返還を求める部分については，地方自治

法２４２条２項本文の監査請求期間を経過していることを理由に，これを監査

対象から除外しているが，本件監査請求によれば，原告らは，本件事業が西尾

市によって承継されることにより，本件交付要綱１６条(3) にいう「事業の中

止又は廃止」に該当する事態が生じたことを理由に，本件組合に対し，補助金
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総額の返還請求をすべきことを求めるもの，すなわち，財産の管理を怠る事実

を是正すること（いわゆる真正怠る事実）を問題にしているものと認められる

ので，監査請求の期間制限の適用はないと解される。）

４ 結 論

以上のとおりであって，原告らの被告に対する請求はいずれも理由がないか

ら棄却し，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民訴法６１条，６５条

１項本文，６６条を適用して，主文のとおり判決する。

名古屋地方裁判所民事第９部

中 村 直 文裁判長裁判官

前 田 郁 勝裁判官

片 山 博 仁裁判官
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（別紙）

売 買 契 約 目 録

１ 本件組合との売買契約

契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 １１億３０００万円

目 的 物 本件組合が権利変換した以下の物件

(1) 敷地及び共用部分の共有持分

棟名 階数 床番号 専 有 面 積 全体共用 ホ テ ル 以 外 敷地持分

(㎡) の部分共用

店舗 １ １０１ 128.68 0.011244 0.015353 0.016405

１０２ 622.35 0.054381 0.074251 0.086483

１０３ 415.23 0.036283 0.049540 0.046055

１０４ 23.94 0.002092 0.002856 0.002625

合計 1,190.20 0.104000 0.142000 0.151568

棟名 階数 床番号 専 有 面 積 全体共用 ホ テ ル 以 外 敷地持分

(㎡) の部分共用

事務所 ３ ３０１ 1,432.00

合計 1,432.00 0.125000 0.171000 0.119944

棟名 階数 床番号 専 有 面 積 全体共用 ホ テ ル 以 外 敷地持分
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(㎡) の部分共用

ホテル BF～ １０５ 3,414.19

PHF

合計 3,414.19 0.27000 0.261161

持分0.637691 のうち

0.166540019251

棟名 階数 床番号 専 有 面 積 全体共用 ホ テ ル 以 外 敷地持分

(㎡) の部分共用

公益 １ １０６ 265.10 0.147095 0.201828 0.153124

２ 1,424.63

４ ４０６ 1,274.00 0.110905 0.152172 0.106710

合計 2,963.73 0.258000 0.354000 0.259834

棟名 階数 床番号 専 有 面 積 全体共用 ホ テ ル 以 外 敷地持分

(㎡) の部分共用

駐車場 BF Ｂ０１ 2,639.92

1F 146.97

合計 2,786,89 0.243000 0.333000 0.207493

(2) 西尾市花ノ木町４丁目６４番 宅地 1910.95㎡

西尾市 住吉町４丁目２２番 宅地 1624.02㎡

持分 １兆分の０９０５３７９０１９２５１
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２ 残留権利者との売買契約

(1) 契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 １億００５３万８４００円

目 的 物 本件組合より権利変換を受けた以下の物件

西尾駅西Ａ地区第１種市街地再開発事業 施設建築物の一部 施設建築

専 用 部 分 共 用 部 分 の 共 有 持 分 敷地の共

有持分

階 番号 床面積 用 途 廊 下 階 段 昇降機 その他 共有持分

(㎡)

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161

～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.102248

0.102248 のうち

0.102248

(2) 契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 １８１２万４５３７円

目 的 物 本件組合より権利変換を受けた以下の物件

西尾駅西Ａ地区第１種市街地再開発事業 施設建築物の一部 施設建築

専 用 部 分 共 用 部 分 の 共 有 持 分 敷地の共

有持分

階 番号 床面積 用 途 廊 下 階 段 昇降機 その他 共有持分
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(㎡)

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161

～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.018433

0.018433 のうち

0.01843

(3) 契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 ９５５７万５２００円

目 的 物 本件組合より権利変換を受けた以下の物件

西尾駅西Ａ地区第１種市街地再開発事業 施設建築物の一部 施設建築

専 用 部 分 共 用 部 分 の 共 有 持 分 敷地の共

有持分

階 番号 床面積 用 途 廊 下 階 段 昇降機 その他 共有持分

(㎡)

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161

～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.097200

0.097200 のうち

0.097200

(4) 契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 １６６９万０８００円
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目 的 物 本件組合より権利変換を受けた以下の物件

西尾駅西Ａ地区第１種市街地再開発事業 施設建築物の一部 施設建築

専 用 部 分 共 用 部 分 の 共 有 持 分 敷地の共

有持分

階 番号 床面積 用 途 廊 下 階 段 昇降機 その他 共有持分

(㎡)

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161

～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.016975

0.016975 のうち

0.016975

(5) 契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 ７８１６万３１４７円

目 的 物 本件組合より権利変換を受けた以下の物件

西尾駅西Ａ地区第１種市街地再開発事業 施設建築物の一部 施設建築

専 用 部 分 共 用 部 分 の 共 有 持 分 敷地の共

有持分

階 番号 床面積 用 途 廊 下 階 段 昇降機 その他 共有持分

(㎡)

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161
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～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.079492

0.079492 のうち

0.079492

(6) 契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 ３２３８万６９９８円

目 的 物 本件組合より権利変換を受けた以下の物件

西尾駅西Ａ地区第１種市街地再開発事業 施設建築物の一部 施設建築

専 用 部 分 共 用 部 分 の 共 有 持 分 敷地の共

有持分

階 番号 床面積 用 途 廊 下 階 段 昇降機 その他 共有持分

(㎡)

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161

～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.016245

0.016245 のうち

0.016245

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161

～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.031716

0.031716 のうち

0.031716
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(7) 契約締結日 平成１７年６月２日

代 金 額 １４７７万２２４０円

目 的 物 本件組合より権利変換を受けた以下の物件

西尾駅西Ａ地区第１種市街地再開発事業 施設建築物の一部 施設建築

専 用 部 分 共 用 部 分 の 共 有 持 分 敷地の共

有持分

階 番号 床面積 用 途 廊 下 階 段 昇降機 その他 共有持分

(㎡)

B 1 F 105 3,414.19 ホテル ①0.270000 ①同左 ①同左 ①同左 0.261161

～ ②－ ②同左 ②同左 ②同左 のうち

PHF 持分 上記各持分 0.031716

0.031716 のうち

0.031716



- 49 -

（別紙）

補 助 金 一 覧 表

エクセルデータ


